
浅
羽
支
所
の

権
限
・
体
制
強
化
を

支
所
は「
事
務
全
般
に
わ
た
り
、

地
域
的
に
分
掌
す
る
も
の
」
だ
が
、

合
併
時
4
課
・
7
係
・
35
人
で
あ
っ

た
体
制
が
縮
小
さ
れ
、
窓
口
業
務
が

主
と
な
り
、
権
限
も
な
い
の
で
は
な

い
か
。現

在
、
1
課
・
1
室
・
1
係
15

人
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
支
所
長
に

は
、
部
長
級
職
員
と
し
て
の
権
限
を

持
た
せ
て
い
る
。
ま
た
、
支
所
内
の

総
合
調
整
の
権
限
を
は
じ
め
、
福
祉

関
係
で
は
福
祉
事
務
所
次
長
と
し
て

福
祉
業
務
を
遂
行
し
、
津
波
対
策
事

業
な
ど
で
は
予
算
執
行
権
を
持
っ
て

い
る
。浅

羽
地
域
審
議
会
は
10
年
間
の

設
置
が
決
ま
っ
て
い
る
が
、
今
後
ど

う
し
て
い
く
の
か
。

一
つ
の
区
切
り
と
な
る
も
の
と

判
断
し
て
い
る
が
、
津
波
対
策
等
、

地
域
固
有
の
様
々
な
課
題
の
進
捗
状

況
を
見
て
判
断
し
て
い
き
た
い
。

「
経
費
節
減
」
が
主
目
的
で
な
い

指
定
管
理
者
制
度

国
の
通
知
で
は
、「
経
費
の
節

減
」
が
目
的
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

市
の
実
施
方
針
で
は
「
管
理
経
費
の

縮
減
を
図
り
な
が
ら
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
や
経
費
節

減
に
つ
な
が
る
と
判
断
で
き
る
場
合

に
導
入
し
て
い
る
も
の
で
、
見
直
す

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

浅
田 

二
郎 

議
員

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

白
書
の
策
定
を

公
共
施
設
の
長
寿
命
化
に
取
り

組
む
に
あ
た
っ
て
の
課
題
と
は
。

公
共
施
設
の
維
持
管
理
や
更
新

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
財
源
が
必
要

な
こ
と
か
ら
、
計
画
的
な
対
応
が
必

要
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
共

施
設
の
現
状
と
課
題
を
市
民
と
共
有

し
、
庁
内
的
な
デ
ー
タ
の
一
元
管
理

を
行
う
と
と
も
に
、
横
断
的
な
連
携

体
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
、
必

要
性
の
高
い
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
く
た
め
に
は
、
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
白
書
を
策
定
す
べ
き
で

は
。

平
成
25
、
26
年
度
に
お
い
て
、

現
有
施
設
の
実
状
を
調
査
分
析
し
、

公
共
施
設
の
計
画
的
か
つ
適
正
な
配

置
に
向
け
た
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
白
書
を
作
成
し
て
い
き
た
い
。

市
内
業
者
の
育
成
・

振
興
に
向
け
た
取
り
組
み
を

地
元
業
者
、
特
に
小
売
業
者
の

育
成
を
図
る
た
め
に
は
、
保
護
関
税

的
な
対
応
を
す
べ
き
で
は
。

公
共
の
発
注
に
つ
い
て
は
、
保

護
関
税
的
な
制
度
を
と
る
こ
と
は
難

し
い
面
が
あ
る
が
、
市
の
発
注
に
つ

い
て
は
、
分
離
・
分
割
発
注
を
行
う

な
ど
、
市
内
業
者
の
受
注
機
会
の
拡

大
を
図
る
よ
う
、
最
大
限
の
配
慮
を

し
て
い
き
た
い
。

髙
木 

清
隆 

議
員

支所としての役割が求められる浅羽支所

納入業者の約半数が市内業者である袋井学校給食センター

市議会だより
H25.4.15■ No.40
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